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はじめに
この年金相談マニュアルは、年金相談業務に関し、その基本的な事項について定め、相談

業務の円滑、かつ適正な遂行とお客様の個人情報等の保護に資することを目的としています。

基本的な窓口応対や電話応対は、

（要領第1号）日本年金機構マナースタンタード実施要領

に基づきサービス推滋の手引き（日本年金機構マナースタンダード）により行ってください。
なお、年金棺談の多くはお客様の個人記録など、プライバシーに関する情報を取り扱うこ

とから秘密保持に締心の注意を払う必要があります。

データ提供等個人情報の管理にあたっては、

（規程第 13号）岡本年金機構個人情報保護管理規程

に基づき対応を行うとともに、このマニュアルに沿った本人確認を実施したうえで相談業務

にあたってください。

また、年金相談にあたって相談担当者は、お客様に対し懇切丁寧に応対することはもとよ

り、年金制度が閤民の老後の生活を支える主柱として重要な役割を果すなど国民生活に援め
て密接な結び付きがあることを十分理解し、お客様の立場に立った真撃な態度での応対が望

まれます。

年金相談マ＝ュアルは、年金棺談業務に特化したものであり、提出書類の取り扱い等の業

務に関する処理については、

（要領第4号）業務処理要領【マヱzアル】厚生年金〈適用）
（要領第5号）業務処理要領【マニュアル】厚生年金（徴収）

（要領第6号）業務処理要領【マニュアル】臨民年金（適用）

〈要領第7号）業務処盟要領【マニュアル】国民年金（保険料）

（要領第9号）業務処現婆領【マニュアJj,】年金給付
（要領第 10号）業務処理要領【マニュアJj,］社会保障協定

に基づき行います。また、指示依頼の発出があるものについては、指示依頼番号を記載して

います。

相談業務に留まらず、私たちの行う業務については年金各法以前に日本国憲法、民法など
広い法律の知識や一般常識を元に遂行するものです。

この年金棺談マニュアJj,は、対応の基本を掲載していますので、各拠点においてはそれぞ
れの状況を総合的に判断し、お客様へ最善のサービスが提供できるよう、適切な対応を心が

けてください。



お客様対応業務システムへの対応
平成25年9月に稼働したお客様対応業務システムの年金相談事跡機能には、年金相談の

事跡として必要となるすべての情報を記録することが原則です。

その中でも特に年金相談事跡機能の

0 個別相談の「その他の特記事項jまたは「備考J欄

0 一般相談の「相談内容」欄

のテキスト入力項目に、記録を残すべき留意事項には盟マークを記していますので、該当

するときは簡潔に入力をしてください。

また、年金相談・手続受付票などの文書保存とは別に、お客様対応業務システムの年金相

談事跡機能で記録した年金相談事跡に併せて添付ファイルを保存すべき書類に、園マーク

を記していますので、該当する書類を受領したときはスキャナーを使用して PDFファイルに

変換したうえで登録します。

どらコールセンターでは、お客様対応業務システムではなく、コールセンター

業務支援システムを利用しています。本人確認項目（チェック項目）や記載

項目などはほぼ一致していますが、細かな部分で異なっています。

コールセンタ－業務支援システムの主な相違点は次のとおりです。

（年金相餓事跡の登録）

年金個人情報を参照したときは、電話応対画面に聴取した本人確認情報の

他に次の①及び②を必ず入力します。

① 案件情報

② 応対情報

（権利義務にかかる脱明を行ったとき）

電話応対画面の「依頼区分 1Jに、必ず相談者に説明を行った項目すべて

にチェックを入力します。

（オペレーターが登録した年金相談事蹄の承認〉

オペレーターが登録した年金相談事跡は、原則として当日中にスーパーバ

イザーが内容を確認し、承認を行います。お客様対応業務システムで、コー

ルセンターの年金相談事跡を確認できるのは、承認日の翌日になります。

（一括処理）

承認の完了した年金相談事跡で、用紙送付や交付（再交付）の依頼のとき

はパックオフィス等が一括で処理を行います。
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基本事項



第1節電話応対
電話相談はお客様からの問い合わせに対して、電話を媒体とした言葉のみによる対応にな

るため、相手の言葉から素早く問い合わせ内容を判断し、的確に分かりやすい回答で、かっ
間違いなく伝えることが重要です。

また、電話応対者の言葉づかいや態度（口調）が、お客様に与える印象のすべてを評価す
るものになるため、細心の注意を払うことが必要です。

（応対の心構え〉

(1) 顧客満足を第一に

(2) 笑顔で明るく、さわやかに感じよく
(3) お客様に対する f感謝の気持ち」を持つ
(4) 「聞き上手j になる

(5) 敬語等の表現は充分配慮する
(6) 不満に対しても誠意ある対応をする

(7) f日本年金機構を代表する顔であるj ということを意識する

（応対の留意事現）

(1 ) 電話が混み合い、入電者は待たされていることを念頭に、先ず「お待たせいた
しました。Jなどから始めます。

(2) 棺手と向かい合っているつもりで応対します。
(3) 相手の話を十分に聴き、むやみに話の践を折ってはいけません。

(4) 回答は自信を持ち、要点をとらえてはっきりと、分かりやすい言葉で行います。
「00だと思いますが…Jや rooのはずですが…Jなど棺手に不安や不信感を

与えないように回答します。

(5) 即答が隈難なときは、－E!_、電話を切って事実関係を確認してから、改めて電
話を掛け直します。

(6) 入電者の言葉によって、態度（口調）を変えてはいけません。苦情のときには、
相手が「なぜ、怒っているのか』をよく判断し、冷静に対応します。

(7) 相手の誤解には、誤解している事実を丁寧に説明します。

(8) 理由もなく相談者から「上司と代われ」と言われたときは、上長（コールセン
ターにおいてはスーパーバイザー）や管理者に相談し、必要に応じて電話を引き
継ぎます。

(9) 日本年金機構仮uの不手際（事務処理遅延等）のときは、上長（コールセンター
においてはスーパーパイザー）や管理者に相談し、必要に応じて電話を引き継ぎ
ます。
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1 .基本的な流れ

電話対応の基本の流れは、

（要領第 1号）日本隼金機構マナースタンダード実施要領

に基づきサービス推進部長が定めたサービス推進の手引き〈日本年金機構マナースタン

ダード〉の第5章 電話応対に沿って行います。｜グレーの表｜

なお、電話相談では電話の受け方〈基本〉を応用し、電話による年金相談の受け付け

から、お客様の本人確認の流れが追加されます。｜グリーンの樹

場面 話法 ポイン卜

電話が鳴る 0電話に出る時には

手元にメモを用意！

（お客様が話されるこ

とをメモするため）

受話器をとる 「はい、日本年金機構00年金事務所 orはいJにかえて、

（あいさつ） 。。課口口でございますJ 「おはようございま

す（午前 10時くらい

くお客様の応答例＞ まで）J、「お電話あり

＝争「私、ムムと申しますが…」 がとうございますJ
でも、 G000! 

0お客様が名乗られた

後は、「お客様Jでは

なく、 roo様」と呼

びかける

電話の受付方〈基本〉

（サービス推進の手引き PSO) 
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